
【所属】

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 単位

1,474 1,344 1,186 1,233 人

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 単位

59 79 74 87 人

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 単位

34,386 29,121 28,271 15,874 人

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 単位

1,313 1,234 1,144 1,410 件

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 単位

40 83 88 73 件

青少年の健全育成

特別法犯少年数

業務名

○業務に関係する統計

児童虐待認知件数

統 計 の 推 移項 目

少年相談受理件数

不良行為少年数

刑法犯少年数

少年課

刑法犯少年数

不良行為少年数

少年相談受理件数

児童虐待認知件数

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

刑法犯少年数 1,474 1,344 1,186 1,233
1111 刑法犯少年数109.672619 100 88.2440476 91.7410714

特別法犯少年数 59 79 74 87
1111 特別法犯少年数74.6835443 100 93.6708861 110.126582

不良行為少年数34,386 29,121 28,271 15,874
1111 不良行為少年数118.079736 100 97.0811442 54.5104907

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

少年相談受理件数1,313 1,234 1,144 1,410
1111 少年相談受理件数106.401945 100 92.7066451 114.262561

児童虐待認知件数 40 83 88 73
1111 児童虐待認知件数48.1927711 100 106.024096 87.9518072
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平成21年度事業費（千円）

合 計

平成22年度事業費（千円）

13,254

少年警察費

事 業 名

少年警察活動推進費

○業務の主なコスト
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○平成21年の取組み

●平成21年中の刑法犯少年は1,233人（前年比+47人）、特別法犯少年は、87人（前年比+13
人）と増加した。また、全刑法犯検挙人員に占める少年の検挙人員は29.0%と高い水準を占め
ている一方、少年が犯罪の被害者となる事案も後を絶たず、青少年を取り巻く情勢は予断を許
さない状況にある。

●学校等の関係機関と連携を強化し、街頭活動を推進した結果、喫煙・深夜はいかい等の不良
行為で補導した少年は15,874人(前年比-12,397人）と、前年に比べて大幅に減少した。

●インターネットを利用した児童ポルノ事犯や児童買春等の少年の福祉を害する犯罪の取締り
を強化し、84人を検挙するとともに、被害少年63人を保護した。

●学校、教育委員会との連携を強化し、「学校警察連絡制度」の運用などにより、再非行防止
等を図った。

○課題と平成22年の取組み

●減少傾向にあった非行少年が増加に転じたほか、児童の心身に重大な影響を与える虐待事案
の発生や少年が被害者となる性犯罪及び福祉犯も後を絶たないなど、深刻な状況が続いてい
る。このような状況に対処するため、「強くやさしい」少年警察運営を基本に「少年非行防
止」と「保護」の両面にわたる総合的な対策を推進する。

●学校などの関係機関と連携し、街頭補導活動等を通じて不良行為少年等を早期発見し、非行
に至らない段階での助言・指導を行うことにより、少年の立ち直りを促すとともに、被害少年
については適切な保護措置をとり、少年の非行防止及び犯罪被害等の未然防止を図る。

●非行少年がグループ化している現状から、グループの解体等、非行集団対策を推進するとと
もに、厳正かつ迅速な少年事件捜査を推進する。

●心身に深刻な影響を及ぼす児童虐待を始め、少年が被害に遭う事案が多く発生していること
から、関係機関・団体との連携を強化し、保護・支援体制の充実を図る。

●引き続き、県教育委員会が実施中の「生徒指導特別指導員活用事業」に連携・協力するな
ど、関係機関との連携を一層強化する。

●少年警察協助員、少年指導委員等の少年警察ボランティア、教育委員会、学校及び地域住民
との連携を一層強化し、青少年の健全育成を図る。
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